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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議   事   日   程       第 ２ 号 

４月 17 日（金）10 時開議 

日程第１ 常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任 

日程第２ 常襲水害地対策特別委員会の設置及び委員の選任 

日程第３ 議会改革等調査特別委員会の設置及び委員の選任 

日程第４ 災害復興対策特別委員会の設置及び委員の選任 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

開   議    10時 

○議長（山口昌宏君） 

前日に引き続き本日の会議を開きます。 

昨日の議案審議、第 38 号議案の質疑における追加答弁の申し入れが執行部からあってお

りますので、発言を許可したいと思います。古賀営業部長 

○古賀営業部長〔登壇〕 

おはようございます。牟田議員、松尾初秋議員から質問がございました第 38 号議案のホ

テル従業員のキャンペーン利用についてでございますが、昨日、緊急事態宣言が出て状況は

変わりつつございますが、昨日の御質問時点での答弁をさせていただきます。 

両市と事業所の打ち合わせにおきまして、本人が勤務する施設での利用を禁止する旨で確

認をされていたところでございますので、両市のほかの施設利用については制限はしており

ませんでした。その後、昨日答弁をいたしましたとおり、嬉野市と連絡をとりまして、取り

扱いについては再協議する旨を、確認をとったところでございます。 

以上でございます。 

日程第１ 常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任 

○議長（山口昌宏君） 

それでは、日程第１．常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任を行います。 

協議のため暫時休憩をいたします。 

休   憩    10時１分 

再   開    10時24分 

○議長（山口昌宏君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任を続けます。 

常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任については、武雄市議会委員会条例第８条

第１項の規定により、議長が会議に諮って指名をすることになっております。 

お諮りをいたします。総務常任委員会委員に、５番江口議員、６番吉原議員、７番上田議
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員、８番古川議員、12 番池田議員、16 番不肖私山口、17 番川原議員の以上７名を。 

福祉文教常任委員会委員に、３番猪村議員、10 番末藤議員、11 番松尾陽輔議員、14 番宮

本議員、19 番杉原議員、20 番江原議員の以上６名を。 

産業建設常任委員会委員に、１番坂口議員、２番豊村議員、９番吉川議員、13 番石橋議員、

15 番松尾初秋議員、18 番牟田議員の以上６名を。 

続きまして、議会運営委員会委員に、３番猪村議員、５番江口議員、７番上田議員、８番

古川議員、13 番石橋議員、15 番松尾初秋議員、19 番杉原議員の以上７名を、それぞれ指名

いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました諸君をそれぞれの常任委員会

委員及び議会運営委員会委員に選任することに決定いたしました。 

各常任委員会及び議会運営委員会の正副委員長互選のため暫時休憩をいたします。 

休   憩    10時26分 

再   開    10時46分 

○議長（山口昌宏君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

ただいま各常任委員会委員長及び議会運営委員長から正副委員長互選の結果の報告があ

りましたので御報告いたします。 

総務常任委員会委員長に７番上田議員、同副委員長に 12 番池田議員。 

福祉文教常任委員会委員長に 11 番松尾陽輔議員、同副委員長に３番猪村議員。 

産業建設常任委員会委員長に 13 番石橋議員、同副委員長に２番豊村議員。 

議会運営委員会委員長に８番古川議員、同副委員長に３番猪村議員。 

以上のとおりでございます。 

日程第２～４ 常襲水害地対策特別委員会の設置及び委員の選任～災害復興対

策特別委員会の設置及び委員の選任 

日程第２．常襲水害地対策特別委員会の設置及び委員の選任、日程第３．議会改革等調査

特別委員会の設置及び委員の選任、日程第４．災害復興対策特別委員会の設置及び委員の選

任を行います。 

お諮りいたします。この３件は、いずれも武雄市が直面する重要な事件であります。 

特別委員会の設置につきましては、これまでの慣習、慣例等により、会派の代表者会、ま

た議会運営委員会において協議していただき、意見の一致を見ました。よって、常襲水害地

対策特別委員会６名、議会改革等調査特別委員会５名、災害復興対策特別委員会は、議長を

除く全議員をもって設置し、それぞれの事件に関連する問題の調査、検討事項を付託の上、

閉会中も継続して、調査、検討することにいたしたいと思います。これに御異議ございませ
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んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。よって、３件のそれぞれの事件に関連する問題の調査検討に関す

る事件は、常襲水害地対策特別委員会６名、議会改革等調査特別委員会５名、災害復興対策

特別委員会は議長を除く全議員をもって設置し、これに付託の上、閉会中も継続して調査検

討することに決定いたしました。 

次にお諮りをいたします。ただいま設置いたしました３件の特別委員会の委員の選任につ

いては、武雄市議会委員会条例第８条第１項の規定により、議長が会議に諮って指名するこ

とになっております。 

よって、常襲水害地対策特別委員会委員に、１番坂口議員、９番吉川議員、10 番末藤議員、

12 番池田議員、14 番宮本議員、18 番牟田議員の以上６名を。 

議会改革等調査特別委員会委員に、２番豊村議員、６番吉原議員、11 番松尾陽輔議員、17

番川原議員、20 番江原議員の以上５名を。 

災害復興対策特別委員会委員には、議長を除く 18 名の全議員を、それぞれ指名いたした

いと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました諸君を特別委員会委員にそれ

ぞれ選任することに決定いたしました。 

特別委員会正副委員長互選のため暫時休憩をいたします。 

休   憩    10時50分 

再   開    11時７分 

○議長（山口昌宏君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

ただいま各特別委員会委員長より正副委員長互選の結果についての報告がありましたの

で御報告をいたします。 

常襲水害地対策特別委員会委員長に 18 番牟田議員、同副委員長に 12 番池田議員。 

議会改革等調査特別委員会委員長に 17 番川原議員、同副委員長に２番豊村議員。 

災害復興対策特別委員会委員長に 10 番末藤議員、同副委員長に 13 番石橋議員。 

以上のとおりでございます。 

以上で本臨時会の会議に付されました事件はすべて終了しました。 

これにて令和２年４月武雄市議会臨時会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

閉   会    11時８分 
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以上、会議の次第を記載し、その誤りなきことを証するためここに署名する。 

令和  年  月  日 

 

 武雄市議会 議  長  山 口 昌 宏 

 

         〃   副 議 長  末 藤 正 幸 

 

         〃   議  員  坂 口 正 勝 

 

         〃   議  員  江 口 康 成 

 

         〃   議  員  古 川 盛 義 

 

       会 議 録 調 製 者  川久保 和 幸 

 


